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■豊かで充実した教育と 地域の活性化へ

　コミュニティ・スクールの導入により、主に

次の効果が期待されます。

子 どもにとって…地域の人々との触れ合いによ

り、体験活動が充実。安全・安心な生活を送

ることができる

保 護者にとって…学校や地域への理解が深ま

り、地域全体で子どもが育てられていること

への安心感を持てる

地 域にとって…培われた経験を生かし、子ども

たちの成長に直接関わることで、地域の活性

化につなげられる

学 校にとって…地域住民の考えや地域の特性を

生かした教育課程の実現につながることで、

学校での学びがより豊かで広がりを持てる

■教育活動のボランティアを募集しています

　それぞれの学校運営協議会では、ふるさと学

習やキャリア教育、家庭科や体育など、さまざ

まな教育活動を実施しており、一緒に活動する

ボランティアスタッフを募集しています。

　活動や募集内容は、校報やチラシなどにより

お知らせしています。興味のある人は、各学校

運営協議会に配置されている取りまとめ役「地

域コーディネーター」にお問い合わせください。

コミュニティ・スクール

説明説明

承認・承認・
意見意見（（＊＊））

学校運営協議会
委員はＰＴＡ、
教育振興運動協
議会、地域団体
の代表者など

学校運営への必要な支援
に関する協議を行う

小学校・中学校の校長
◦�学校運営の基本方針を作成
◦�学校運営・教育活動

保護者・地域住民など
地域学校協働活動（学習支援・読み聞かせ・環境整備・郷土芸能伝承など）

市教育委員会

教育委員会

学校運営協議会
設置や委員の任
命など

＊学校運営協議会の主な機能

◦�校長が作成する学校運営の基
本方針を承認する
◦�学校運営について、教育委員
会または校長に意見を述べる
ことができる
◦�教職員の任用に関して、校長
を通して教育委員会に意見を
述べることができる

協議の結果など協議の結果など
を情報提供を情報提供

情報提供・協議情報提供・協議
を踏まえた支援を踏まえた支援

学校と地域が
一体となって協力し

同じ目標へ

設置・任命設置・任命

学校運営に学校運営に
関する意見関する意見（（＊＊））

「地域とともにある学校づくり」を目指して

花巻市のコミュニティ・スクール
【問い合わせ】 教育委員会学校教育課（【問い合わせ】 教育委員会学校教育課（☎☎41-3146）41-3146）

■コミュニティ・スクールって？

　コミュニティ・スクールとは「学校運営協議会

を設置している学校」のことです。同協議会は

「地域とともにある学校づくり」を目指し、学校

や地域の課題を共有し、熟議（熟慮と議論）を重

ね、地域でどのような子どもを育てていくか目

標・ビジョンを立てて、子どもたちの教育環境

の充実や特色ある学校づくりについて協議を

行っています。

　市では、中学校区ごとに協議会の設置を進め

ており、令和６年度までに市内の全中学校区で

設置する予定です。

▲�登下校時の見守りや家庭科のミシンのサポートなど、
子どもたちのためにできることから始めてみませんか
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　利用登録申請書に①住所②利用者氏名③電話番号

―を記入し、持参、郵送、ファクス、メールのいず

れかで事前登録受付窓口へ提出してください。申請

後、１週間程度で「利用登録カード」などをご自宅へ

送付します。

事前登録受付窓口…

△

新館都市政策課（〒025-8601 

花城町9-30 ☎41-3554 思22-6846 死toshiseibi@

city.hanamaki.iwate.jp）

△

各総合支所建設係（大迫

☎41-3123、石鳥谷☎41-3443、東和☎41-6513）

　予約は、利用したい日の１週間前から可能です。

電話にて予約受付センターへ①利用日②利用時間③

出発地と目的地④人数―を伝えて予約します。大迫・

◦�予約乗合バス・タクシーは私有地に入ることがで

きないため、自宅付近の公道で乗り降りしていた

だきます

◦�運転手は乗り降りの際、介助ができません。１人

で乗り降りできない人は、介助者の同伴をお願い

します。予約の際に介助者が同伴することをお伝

えください。介助者の事前登録は不要ですが、利

用者と同額の利用料金がかかります

◦�持ち込みできる荷物は、自分で上げ下ろしがで

き、自席（足元を含む）に収まる大きさの荷物まで

です

◦�朝の時間帯など、予約が混雑する場合がありま

予約乗合バス
（事前登録が必要）

予約乗合タクシー
（事前登録は不要）

西南 大迫 石鳥谷 東和 湯口

利用対象者

笹間・太田地区、南中根子行
政区、諏訪地域のバス路線旧
栃内線沿線に①住んでいる人
②実家がある人―など

対象の地域に①住んでいる人②実家がある
人―など

誰でも利用可能

運行日
（年末年始を除く）

《月・木曜日》と《火・金曜日》を
隔週で交互に運行

毎週月・水・金
曜日

毎週火・木・金
曜日

毎週月・水・金
曜日

毎週火・水・金曜日

運行時間

▼ �往路（太田・笹間発）…①午
前８時②午前10時30分③午
後１時30分

▼ �復路（指定乗降場所発）…①
正午②午後３時30分

午前８時～午後５時（フリー運行）

▼ �往路（上円膝公民館
発）…午前８時25分

▼ �復路（野田十文字発）
…①午後０時40分②
午後２時40分

利用料金 片道400円（小学生または障がいのある人は150円）
片道100円～300円（小
学生または障がいの
ある人は半額）

乗降できる場所

◦自宅付近の公道
◦諏訪地域…バス路線旧栃内線の停留所３カ所（不動、諏訪住宅前、西坂）
◦�指定乗降場所…病院やスーパーなど、あらかじめ目的地として指定され
ている場所です。お住まいの地域により場所が異なります

旧鍋倉線の停留所
（上円膝公民館～野田
十文字）

予約受付センター ☎29-4100 ☎21-3777 ☎22-0900 ☎23-0300 ☎29-5654

　「予約乗合バス」「予約乗合タクシー」は、通院や買い物などの際に、利用者か

らの予約に応じて１台の車両に複数の人が乗り合いで利用できる交通手段です。

　「日中は家族が外出していて出掛ける足がない」「運転免許証を返納した後の

交通手段が不安」という人は、利用を考えてみませんか。

予約乗合バス・予約乗合タクシーを
ご利用ください

◦�予約の間違い電話が増えていま

す。電話番号をよく確かめ、か

け間違いのないようご注意くだ

さい

◦�車内での飲食はお控えください

【問い合わせ】�新館都市政策課（☎41-3554）

石鳥谷・東和の乗合バスは、専用ウェ

ブサイトからの予約も可能です（事

前登録が必要）。

　利用当日、予約した出発地へ車両

が迎えに行きます。迎えの時間の数分前には乗車場

所で待機をお願いします。

◆予約乗合バス・予約乗合タクシーの一覧

利用するには事前登録が必要です利用するには事前登録が必要です

予約・利用方法予約・利用方法

利用上の注意利用上の注意

す。希望の時間に車両が空いていない

場合は、別の時間を提案させてい

ただくことがあります


